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第10期介護保険事業（支援）計画の作成準備について

厚生労働省老健局介護保険計画課

資料１



＜説明内容＞

１ 第１０期介護保険事業計画に向けた動きについて

２ 介護保険事業（支援）計画の概要

３ 介護保険制度をとりまく状況

４ 介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールについて

５ １０期計画作成に向けたスケジュール等について
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今後のスケジュール（案）

⚫介護保険制度は原則３年を１期とするサイクルで財政収支を見通し、事業の運営を行っている。

⚫したがって、この間に保険料の大きな増減が生じると、市町村の事業運営に大きな混乱が生じることから、

制度改正を行う場合、2027年度からの第10期介護保険事業計画に反映させていくことを念頭に置いている。

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度

介護保険
事業計画

制度改正等の
スケジュール

制度改正の施行

第10期介護保険事業計画第９期介護保険事業計画

市町村保険料改定

介護保険部会

12/23
議論開始

冬頃
とりまとめ

（注）介護報酬改定については、社会保障審議会介護給付費分科会において議論。
（※）「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会

2040
検討会

(※)

報
告

所要の
制度改正
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会

【主な課題と論点】

・人口減少スピード（高齢者人口の変化）の地域差が顕著となる中、サービス需要の変化に応じた

サービスモデルの構築や支援体制

・介護人材確保・定着、テクノロジー活用等による生産性向上

・雇用管理・職場環境改善など経営への支援

・介護予防・健康づくり、地域包括ケアと医療介護連携、認知症ケア

【スケジュール】

・第１回は1月9日に開催。その後ヒアリングを行いつつ議論し、春頃に中間まとめ（高齢者関係）

・中間まとめ以降、他の福祉サービスも含めた共通の課題について検討し、夏を目途にとりまとめ

※自治体等で先行的な取組みを進め、その状況報告を随時していただき、議論の参考に資するようにする

地域の状況 検討の方向性

① 中山間・人口減少地域 既にサービス需要減の地域あり 需要減に応じた計画的なサービス基盤確保

② 都市部 サービス需要急増（2040以降も増加） 需要急増に備えた新たな形態のサービス

③ ①②以外の地域（一般市等） 当面サービス需要増→減少に転じる 現行の提供体制を前提に需要増減に応じたサービス基盤確保

・2040年に向けて、人口減少のスピードが地域によって異なる中、予防・健康づくり、人材確保・定着、
デジタル活用等を通じて、地域包括ケアを維持した上で、地域別のサービス提供モデルや支援体制を構築
する必要がある。また、地域の状況によっては、事業者間の連携等を通じ、人材確保を図りながら
将来の状況をみこした経営を行うことにより、サービス提供を維持していく必要がある。

・上記を踏まえ、2040年に向けたサービス提供体制等のあり方について検討を行うため、本検討会を開催。
具体的な議論の進め方としては、まずは高齢者に係る施策を検討した上で、その検討結果を踏まえ、
他の福祉サービスも含めた共通の課題についても検討を行う（※）。
※老健局長が参集する検討会。事務局は老健局（社会・援護局、障害保健福祉部、こども家庭庁が協力）。
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介護保険部会と「2 0 4 0年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会の関係

（注）2040検討会の内容に応じ、介護給付費分科会、福祉部会（及び福祉人材確保専門委員会）など関係審議会等においても議論

12/23

１月～３月

高齢者施策

について議論

２
０
４
０
検
討
会

介護保険制度

をめぐる状況

2/20 3/17

○ 人口減少・サービス需要
の変化に応じたサービス提
供体制の構築や支援体制の
方向性

○ 介護人材確保と職場環境
改善・生産性向上、経営支
援の方向性

○ 地域包括ケアとその体制
確保のための医療介護連携、
介護予防・健康づくり、認
知症ケアの方向性

4/10 中間とりまとめ

4/21 6/2

その他の論点

について

引き続き議論

と
り
ま
と
め

他の福祉

分野との

共通課題

について

議論

夏頃

介
護
保
険
部
会

地域包括ケア

システムの推

進、相談支援、

認知症施策の

推進

地域包括ケア

システムに

おける高齢者

向け住まい支

援について

検討会

の設置

を報告

2025年

報告

人口減少・

サービス需

要の変化に

応じたサー

ビス提供

体制の構築

介護人材確保

と職場環境改

善・生産性向

上、経営支援

地域包括ケア

とその体制確

保のための医

療介護連携、

介護予防・健

康づくり、

認知症ケア

テーマごとに議論
報告
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中間とりま

とめの報告

5/19

福祉サー
ビスの共
通課題
（サービ
スモデル、
人材確保
と職場環
境改善・
生産性向
上）

5/9 5/30

福祉サー
ビスの共
通課題
（社会福
祉法人等
の経営支
援、連携
推進法
人）

社会保障審議会介護保険部会（第121回）
資料１
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「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会 中間とりまとめ（概要）

方向性

（１）人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制や支援体制の構築

２０４０年に向けて、85歳以上の医療・介護ニーズを抱える者や認知症高齢者、独居高齢者等が増加するとともに、地域のサービス需
要が変化する中、地域包括ケアシステムを深化し、全ての地域において、利用者等が適切に介護や医療等のサービスを受けながら自立
して日常生活を営めるよう、地域の実情に応じた効果的・効率的なサービス提供体制を確保するとともに、介護人材が安心して働き続
けることができる環境を整備し、介護人材や利用者等が地域で活躍できる地域共生社会を構築

2040年に向けたサービス提供体制等のあり方（概要）

① 「地域包括ケアシステム」を深化：2040年に向けて、医療・介護、介護予防、認知症ケアへの切れ目のない提供（地域の提供体制確保）

② 地域軸・時間軸を踏まえたサービス提供体制確保： 高齢者の介護サービス需要に地域差。2040年にかけた需要の変化を踏まえた対応

③ 介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援：処遇改善など人材確保の取組の充実。地域単位でも専門機関等の関係者が連携し

て支援を行い、雇用管理による人材の定着、テクノロジー導入・タスクシフト/シェア、協働化など経営改善をあわせて図っていく

④ 地域の共通課題と地方創生： 介護は高齢者に加え、特に地方において地域の雇用や所得を支える重要なインフラ。人手不足、移動の課題、

生産性向上の必要性など、他分野と共通課題。その解決に向け、関係者が連携して地域共生社会を構築し、地方創生を実現

基本的な考え方

2040年に向けて、地域における人口減少・サービス需要の変化に応じ、全国を主に３つの地域に分類して、テクノロジー等も活
用し、その地域の状況に応じたサービス提供体制や支援体制を構築

〇 「中山間・人口減少地域」：サービスを維持・確保するための柔軟な対応
・ サービス需要が減少する中、様々なサービスを組み合わせて維持・確保できるよう、地域のニーズに応じた柔軟な対応（配置基準等
の弾力化、包括的な評価の仕組み、訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化、市町村事業によるサービス提供などの検討）

・ 地域の介護機能の維持等のため、地域の介護を支える法人等への支援、社会福祉連携推進法人の活用促進

〇  「大都市部」：需要急増を踏まえたサービス基盤整備のための適切な対応

・ サービス需要が急増する中、公と民の多様なサービスに加え、ICTやAI技術など民間活力も活用したサービス基盤の整備
・ 重度の要介護者や独居高齢者等に対応可能な、ICT技術等を用いた24時間対応可能な効率的かつ包括的なサービスの検討

〇  「一般市等」：サービスを過不足なく確保するための適切な対応

・ サービス需要が増減する中、既存の介護資源等を有効活用しサービスを過不足なく確保。将来の需要減少に備えた準備と柔軟な対応

〇 支援体制の構築

・ サービス提供体制の変化の中、他分野とも連携した支援体制が必要。医療も含め、地域における介護サービス提供体制の状況をエリ
ア別に見える化し、地域で状況把握・分析、関係者間の共有・議論。介護保険事業計画等のあり方の議論の中で位置づけを検討
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（２）介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援
2040年に向けて、生産年齢人口が減少する中、介護人材確保は最大の課題。処遇改善をはじめとする人材確保の取組を進めると
ともに、地域単位でも、専門機関等の連携を図り、雇用管理・生産性向上、事業者間の協働化など、経営改善に向けた支援を実施

〇 国や地方における介護人材確保に向けた取組
・ 賃上げや処遇改善の取組の継続 ・ 地域における人材確保状況等の見える化・精緻な分析、対策の検討
・ 地域の公的な機関等の連携やプラットフォーム機能の充実等
・   入門的研修の強化、業務の整理・切り出し、タスクシェア/人材シェア、多様な人材とのマッチング
・ 若い世代に向けた介護の魅力向上 ・ 常勤化支援 ・ 外国人材の定着支援や就労・生活環境整備 ・ 養成施設の環境整備

〇 雇用管理等による介護人材の定着に向けた取組

・ 介護事業者の適切な雇用管理（ハラスメント対策含む） ・介護人材の多様なキャリアモデルの見える化・キャリアアップの仕組み
・ オンラインを含めた教育・研修への位置付け、試験制度における取組

〇 職場環境改善・生産性向上の取組

・ 生産性向上による業務効率化等で得た時間で職員への投資を図り、質の向上や介護人材定着を促すことが重要
・ テクノロジー導入・運営支援、介護助手等によるタスクシフト/シェア ・団体等と連携したテクノロジー等の普及
・ デジタル中核人材の育成、科学的介護の推進、生産性相談窓口による伴走支援。介護記録ソフトやAIなど在宅の技術開発、研究

〇 介護事業者の経営改善に向けた支援
・ 都道府県単位で雇用管理・生産性向上など経営支援の体制の構築（地域の専門機関や専門職等との連携）

〇 他事業者との協働化、事業者間の連携、大規模化

・ 小規模の良さを活かし、大規模化によるメリットを示しつつ、間接業務効率化や施設・設備の共同利用など、協働化や事業者間
連携をまずは推進。大規模化を事業者間でも進めるとともに、社会福祉連携推進法人の活用が進む仕組みを検討

（３）地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア

2040年に向けて、地域包括ケアシステムを深化させ、医療・介護、介護予防、生活支援等の包括的な確保を図る必要があり、その
ためには、地域資源を把握・分析し、様々なサービスや事業の組み合わせや連携を図っていく必要

〇 地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携
・ 地域包括ケアにおける医療介護連携の強化。退院して在宅復帰するまでの老人保健施設、地域の中小病院等の医療機関の役割が重要

（医療・介護資源の地域差を踏まえて対応していく必要）
・ 地域の医療・介護状況の見える化・状況分析と2040年に向けた介護・医療連携の議論（地域医療構想との接続）

〇 介護予防・健康づくり、介護予防・日常生活支援総合事業等

・ 地域リハビリテーション体制、「通いの場」の取組、サービス・活動C、一体的実施等の介護予防関連施策の連携と専門職等の
適切な関与の促進

・ 総合事業の充実やインセンティブ交付金の改善 ・ 介護予防支援拠点の整備

〇 認知症ケア
・ 医療、介護、生活支援、権利擁護・意思決定支援等に加え、地域におけるインフォーマルな支援の推進

今後の予定 この中間とりまとめは介護保険部会に報告し、順次議論。また、４月以降、障害福祉やこどもなど他の福祉分野と共通の
課題、社会福祉法人の経営支援等について議論し、夏にとりまとめ予定。その上で、介護保険部会等の関係審議会に報告
し、制度改正に向けた議論を行っていく。
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中間まとめに係る主な論点と進め方

・配置基準等の弾力化 ・既存の制度（基準該当サービス、離島等相当サービス）や弾力化の取組も参考にしつつ、各サー
ビスごとに具体的な弾力化の事項について検討。特に、中山間・人口減少地域において利用者が幅
広いサービスを切れ目なく受けられる体制を構築する観点、専門職がその知識・経験を活かしなが
ら地域で活躍できる環境を整備する観点等から、各サービスごとに設けられている常勤・専従要件、
夜間勤務の体制、専門職の確保に係る基準等について議論し、検討。

・その際、サービスの質の維持等に留意する必要があり、モデル事業の実施等も検討。
・一定の枠組みは本部会で議論の上、介護給付費分科会において議論し、検討。

・包括的な評価の仕組み ・中山間・人口減少地域においては、特に小規模な訪問介護事業者について、地理的要因等により、
移動時間が長く、キャンセル負担の影響が大きい現状がある。

・既存の訪問回数に応じた評価の仕組みに加え、一定の期間の中で移動時間をはじめとする様々な
要素を考慮した報酬上の評価の仕組みについて、コストの負担のあり方など様々な要素を勘案しな
がら、一つの選択肢として検討。

・一定の枠組みは本部会で議論の上、介護給付費分科会において議論し、検討。

・訪問・通所などサービス間の連携・
柔軟化

・訪問・通所などサービス間の連携・柔軟化について、サービスの質の維持等に留意しつつ、具体 

的な連携・配置基準の弾力化の事項を含め、検討。
・一定の枠組みは本部会で議論の上、介護給付費分科会において議論し、検討。

・市町村事業によるサービス提供 ・市町村事業によるサービス提供について、地域の介護サービスの提供機能の維持を前提として、
市町村が地域の実態も踏まえて柔軟に実施可能な、介護保険財源による事業スキームについて検討。
その際、市町村が自ら事業の実施主体となる既存の事業のスキーム（補助の在り方、財源等）(※)

も参考としながら、本部会において議論し、検討。

（参考）市町村が自ら事業の実施主体となっている既存の事例
・包括的支援事業（地域包括支援センター等）（介護保険）
・地域生活支援事業（障害福祉）
・こども・子育て支援事業（こども施策）

・地域の介護を支える法人等への支援 ・社会福祉法人や社会福祉連携推進法人など既存の制度も踏まえ、地域の介護を支える法人等とし
  て、地域の他の法人と連携することなど、その要件等について、検討。
・本部会において議論し、検討。

中山間・人口減少地域における対応

・ICT技術等を用いた24時間対応可能な
効率的かつ包括的なサービス

・既存の制度（定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護等）との関係やそのあり
方に留意しつつ、本部会において議論し、検討。 8

大都市部における対応

社会保障審議会介護保険部会（第120回）
資料２

令和7年５月19日



中間まとめに係る主な論点と進め方

・３つの地域の類型を分ける考え方 ・既存の制度や取組（離島等相当サービス、中山間地加算など）も参考にしつつ、人口や高齢化率、
過疎地域か否かなど、どのような基準で区分するべきか、本部会において議論し、検討。

・地域におけるサービス提供体制の変
化の中、地域特性に応じてそれを支
援する機能

・地域における介護・医療の現在の状況について、エリア別に見える化する方策の検討とともに、
サービス需要・供給状況の足下の状況、2040年に向けた変化も踏まえた、地域における分析や関係
者間での共有・議論のあり方について、本部会において議論し、検討。

・都道府県や市町村において、介護保険事業計画等のあり方や広域化等の取組の中で、地域の類型
に応じた対応策（※）やサービス提供体制を確保するための支援体制の構築について、本部会に
おいて議論し、検討。 （※）サービスの質の確保や適切なサービスのあり方の検討を含む。

・地域共生社会の推進 ・介護は地域における重要なインフラであり、地域づくりやまちづくりの視点で、自治体と事業所
が連携して取組を進めるとともに、地域の高齢者、障害者、こどもなど様々な主体が地域共生社会
を推進していくことが重要。

支援体制等のあり方

9



＜説明内容＞

１ 第１０期介護保険事業計画に向けた動きについて

２ 介護保険事業（支援）計画の概要

３ 介護保険制度をとりまく状況

４ 介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールについて

５ １０期計画作成に向けたスケジュール等について

10



○都道府県知事は、介
護保険施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
等をしないことがで
きる。

○ 区域（老人福祉圏域）の設定

○ 市町村の計画を踏まえて、介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
 ※介護保険施設、介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設
 入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 ※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる（任意）

○ 市町村が行う介護予防・重度化防止等の支援内容及び目標 ○ その他の事項

○保険料の設定

○市町村長は、地域密
着型の施設等につい
て、必要定員総数を
超える場合に、指定
をしないことができ
る。

○ 区域（日常生活圏域）の設定

○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み（区域毎）

○ 各年度における必要定員総数（区域毎）
※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○ 各年度における地域支援事業の量の見込み

○ 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標             ○ その他の事項

○ 介護保険法第116条第１項に基づき、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する総
合確保方針に即して、国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を定める

※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す

国の基本指針(法第116条、９期指針：令和６年厚生労働省告示第18号） 

基盤整備

市町村介護保険事業計画(法第117条) 

都道府県介護保険事業支援計画(法第118条)

○ 保険給付の円滑な実施のため、３年間を１期とする介護保険事業（支援）計画を策定している。

保険料の設定等

介護保険事業(支援)計画について

11



第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項

一 地域包括ケアシステムの基本的理念と地域共生社会の実現

二 中長期的な目標 三 医療計画との整合性の確保 四 地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりと地域ケア会議・生活支援体制整備の推進
五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等 六 介護に取り組む家族等への支援の充実 七 認知症施策の推進
八 高齢者虐待防止対策の推進 九 介護現場の安全性の確保及びリスクマネジメントの推進 十 介護サービス情報の公表 十一 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等
十二 効果的・効率的な介護給付の推進 十三 都道府県による市町村支援並びに都道府県・市町村間及び市町村相互間の連携
十四 介護保険制度の立案及び運用に関するPDCAサイクルの推進 十五 保険者機能強化推進交付金等の活用 十六 災害・感染症対策に係る体制整備

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項

一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項

１ 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等

２ 要介護者等の実態の把握等 ３ 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備

４ 中長期的な推計及び第９期の目標 ５ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表

６ 日常生活圏域の設定

７ 他の計画との関係 ８ その他

前文

二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項

１ 日常生活圏域

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

３ 各年度における地域支援事業の量の見込み

４ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の

軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組及び目標設定

第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項

一 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する基本的事項

１ 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、施策の達成状況の評価等

２ 要介護者等の実態の把握等 ３ 都道府県介護保険事業支援計画の作成のための体制の整備

４ 市町村への支援 ５ 中長期的な推計及び第９期の目標

６ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表 ７ 老人福祉圏域の設定

８ 他の計画との関係 ９ その他

二 都道府県介護保険事業支援計画の基本的記載事項

１ 老人福祉圏域 ２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み

３ 市町村が行う被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介

護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化への取組への支援に関する取組及び目標設定

４ 老人福祉圏域を単位とする広域的調整

５ 市町村介護保険事業計画との整合性の確保

１ 自立支援、介護予防・重度化防止の推進 ２ 介護給付等対象サービスの充実・強化 ３ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備
４ 日常生活を支援する体制の整備  ５ 高齢者の住まいの安定的な確保

第９期 介護保険事業（支援）計画 基本指針の構成

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進のため重点的に取り組むことが必要な事項

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策

３ 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方策

４ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等

５ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等に関する事項

６ 認知症施策の推進

７ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入

居定員総数

８ 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する事項

９ 市町村独自事業に関する事項

10 災害に対する備えの検討

11 感染症に対する備えの検討

（一）在宅医療・介護連携の推進 （二）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 （四）地域ケア会議の推進

（五）高齢者の居住安定に係る施策との連携

１ 地域包括ケアシステムの深化・推進のための支援に関する事項

２ 介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項

３ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等

４ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業に関する事項

５ 認知症施策の推進

６ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居

定員総数

７ 介護サービス情報の公表に関する事項 

８ 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等

９ 災害に対する備えの検討

10 感染症に対する備えの検討

（一）在宅医療・介護連携の推進 （二）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施
（三）生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進 （四）地域ケア会議の推進
（五）介護予防の推進 （六）高齢者の居住安定に係る施策との連携

第四 指針の見直し

別表

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項

12



13

第９期 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抜粋) ①

＜①人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制や支援体制の構築＞

（冒頭）
保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千四

十年まで増え続ける保険者も多く、人口構成の変化や介護需要の動向は地域ごとに異なる。また、中山間地域等では、介
護の資源が非常に脆弱な地域も存在する。こうした各地域の中長期的な介護ニーズ等の状況に応じた介護サービス基盤を
医療提供体制と一体的に整備していくことが重要である。

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
二 中長期的な目標

保険者ごとの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じる保険者もあるが、都市部を中心に二千
四十年まで増え続ける保険者も多く、人口構成の変化や介護需要の動向は地域ごとに異なる。また、中山間地域等では、
介護の資源が非常に脆弱な地域も存在する。こうした各地域の中長期的な介護ニーズ等の状況に応じた介護サービス基
盤を医療提供体制と一体的に整備していくことが重要である。さらに、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に
活用していくため、既存施設や事業所の今後の在り方を含めて検討することが重要である。

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項
２ 要介護者等地域の実態の把握等

中長期的な介護ニーズの見通し等を把握した上で、介護サービス事業者を含め、地域の関係者と共有し、介護サー
ビス基盤整備の在り方を議論することが重要であり、限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用していくた
め、既存施設や事業所の今後の在り方を含めて検討することが重要である

４ 中長期的な推計及び第９期の目標
人口構成の変化や介護需要の動向は地域ごとに異なることから、地域の介護需要のピーク時を踏まえ中長期的な介

護需要、サービスの種類ごとの量の見込みやそのために必要な保険料水準を推計し、各地域の中長期的な介護ニーズ
等の状況に応じた介護サービス基盤を医療提供体制と一体的に整備するとともに、今後、生産年齢人口の急減に直面
することを踏まえ、地域包括ケアシステムを支える人材の確保や介護現場における生産性の向上を推進するなど、持
続可能な介護保険制度とするための中長期的な視点に立った市町村介護保険事業計画の策定が重要である。



＜②介護人材確保と職場環境改善・生産性向上、経営支援＞

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
五 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護現場の生産性の向上の推進等

地域包括ケアシステムの構築に当たっては、介護給付等対象サービス及び地域支援事業に携わる質の高い人材を、安
定的に確保するための取組を講じていくことが重要である。加えて、少子高齢化が進展し、介護分野の人的制約が強ま
る中、職場環境の改善等の取組を通じ、職員の負担軽減を図るとともに、ケアの充実等の介護サービスの質の向上へつ
なげていくなどの生産性の向上の推進に取り組んでいくことが不可欠である。

このため、都道府県は広域的な立場から、市町村は保険者として地域で取組を進める立場から、必要な介護人材の確
保のため、２０２５年やその先の生産年齢人口の減少の加速等を見据えつつ、「介護離職ゼロ」の実現に向けた介護
サービス基盤の整備に伴って必要となる人材の確保に向け、総合的な取組を推進することが重要である。

＜③地域包括ケアとその体制確保のための医療介護連携、介護予防・健康づくり、認知症ケア＞

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項
一 自立支援、介護予防、重度化防止の推進

高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することや、要介護状態又は要支援
状態となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を図ることが重要である。

このため、住民や事業者など地域全体への自立支援・介護予防に関する普及啓発、介護予防の通いの場の充実、リハ
ビリテーション専門職等との連携の推進、口腔機能向上や低栄養防止に係る活動の推進、地域ケア会議の多職種連携に
よる取組の推進、地域包括支援センターの強化、介護サービス提供時間中の有償での取組も含めたボランティア活動や
就労的活動による高齢者の社会参加や生きがいづくりの促進など、地域の実態や状況に応じた様々な取組を行うことが
重要である。

三 医療計画との整合性の確保
病床の機能の分化及び連携の推進による効率的で質の高い医療提供体制の構築並びに在宅医療・介護の充実等の地域

包括ケアシステムの構築が一体的に行われるよう、これらの計画の整合性を確保することが重要である。このため、都
道府県や市町村の医療・介護担当者等の関係者による協議の場を開催し、より緊密な連携が図られるような体制整備を
図っていくことが重要である。

病床の機能の分化及び連携に伴い生じる、在宅医療等の新たなサービス必要量に関する整合性を確保することが重要
であることから、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画において掲げる介護のサービスの見込量
と、医療計画において掲げる在宅医療の整備目標が整合的なものとなるよう、必要な事項についての協議を行うことが
重要である。 14

第９期 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（抜粋) ②



＜説明内容＞

１ 第１０期介護保険事業計画に向けた動きについて

２ 介護保険事業（支援）計画の概要

３ 介護保険制度をとりまく状況

４ 介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールについて

５ １０期計画作成に向けたスケジュール等について
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令和５年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年減少局面を迎えている。2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は
39％の水準になると推計されている。

人口（万人）

15~64歳
人口割合

52.1%

高齢化率
38.7%

合計特殊
出生率
1.36

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

15～64歳割合

高齢化率（65歳以上人口割合）

合計特殊出生率

15～64歳人口

14歳以下人口

65歳以上人
口

2020年
59.5%

2020年
28.6%

2020年
1.33

2020年総人口
12,615万人

2040年総人口
11,284万人

3,928万
人

6,213万人

1,142万人

2070年総人口
8,700万人

3,367万人

4,535万人

797万人

（出所）  2020年までの人口は総務省「国勢調査」、合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2025年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和５年推計）」（出生中位（死亡中位）推計）

3,603万人

7,509万人

1,503万人

（年）
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日本の人口の推移



① 65歳以上の高齢者数は、2025年には3,653万人となり、2043年にはピークを迎える予測（3,953万人）。
また、75歳以上高齢者の全人口に占める割合は増加していき、2060年には、25％を超える見込み。

2015年 2020年 2025年 2060年

65歳以上高齢者人口（割合） 3,385万人（26.6%） 3,603万人（28.6%） 3,653万人（29.6%） 3,644万人（37.9%）

75歳以上高齢者人口（割合） 1,631万人（12.8%） 1,860万人（14.7%） 2,155万人（17.5%） 2,437万人（25.3%）

② 65歳以上高齢者のうち、認知症高齢者等が増加していく。

④ 75歳以上人口は急速に増加する。各地域の高齢化の状況は異なるため、各地域の特性に応じた対応が必要。
※都道府県名欄の（ ）内の数字は倍率の順位

（1,000世帯） 世帯主が65歳以上の単独世帯及び夫婦のみ世帯数の推計

沖縄県(1) 栃木県(2) 滋賀県(3) 茨城県(4) 埼玉県(5) ～ 東京都(41) ～ 岩手県(45) 島根県(46) 秋田県(47) 全国

2020年
＜＞は割
合

15.8万人
＜10.8%＞

27.1万人
＜14.0%＞

18.6万人
＜13.1%＞

42.0万人
＜14.6%＞

99.4万人
＜13.5%＞

169.4万人
＜12.1%＞

21.5万人
＜17.8%＞

12.3万人
＜18.4%＞

19.1万人
＜19.9%＞

1860.2万人
＜14.7%＞

2030年
＜＞は割合
（ ）は倍率

21.7万人
＜14.9％＞
（1.37倍）

35.7万人
＜19.8%＞
（1.32倍）

24.2万人
＜17.6%＞
（1.30倍）

54.2万人
＜20.2%＞
（1.29倍）

128.2万人
＜17.8%＞
（1.29倍）

194.4万人
＜13.5%＞
（1.15倍）

24.5万人
＜23.0%＞
（1.13倍）

13.9万人
＜22.8%＞
（1.13倍）

21.5万人
＜26.2%＞
（1.13倍）

2261.3万人
＜18.8%＞
（1.22倍）

（％）

③ 世帯主が65歳以上の単独世帯や夫婦のみの世帯が増加していく。

平成27(2015)年国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（全国） (令和５(2023)年4月推計)」より作成

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和５(2023)年4月推計)」より作成

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（令和６(2024)年推計）」より作成

443.2 471.6 
523.1 584.2 586.6 

645.1 
558.5 564.3 

593.1 612.8 631.2 632.2 

0
100
200
300
400
500
600
700

令和４年

（2022）

７年
(2025)

12年
(2030)

22年
(2040)

32年
(2050)

42年
(2060)

認知症および軽度認知障害（MCI）の高齢者数の将来推計

認知症 （高齢者数） MCI （高齢者数）

資料：「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」（令和５
年度老人保健事業推進費等補助金 九州大学 二宮利治教授）より厚生労働省にて作成

（万人）
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今後の介護保険を取りまく状況（１）



2.8% 5.7%

11.5%

25.3%

47.2%

72.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

65～69 70～74 75～79 80～84 85～89 90～

出典：2023年９月末認定者数（介護保険事業状況報告）及び2023年10月１日人口
（総務省統計局人口推計）から作成

注）要支援１・２を含む数値。

歳

７５歳以上全体の認定率：３１．０％

８５歳以上全体の認定率：５７．７％

６５歳以上全体の認定率：１９．１％

各年齢階層別の認定率

○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇。特に、85歳以上で上昇。
○ 85歳以上の人口は、2015年から2025年までの10年間、75歳以上人口を上回る勢いで増加し、2035年頃まで一貫して増加。

224 
294 

382 

494 

616 

707 

812 

981 1,006 
958 961 

1,036 

1,170 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

（万人）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（令和５(2023)年４月
推計）出生中位（死亡中位）推計

年齢階級別の要介護認定率 85歳以上人口の推移
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今後の介護保険を取りまく状況（２）



○ 市区町村別にみると、558市町村（全市区町村の約３割）が人口半数未満になり、そのうち21市町村が25%未満となる。
○ 特に、人口が半減する市町村は中山間地域等に多く見られる。

人口減少の地域差

（資料出所）国土審議会計画推進部会 「国土の長期展望」（令和３年６月） 19

第４回「２０４０年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（令和７年４月７日）資料３



〇 各保険者における、2050年までの介護サービス利用者数を推計すると、ピークを過ぎ減少に転じた保険者もある一方、都
市部を中心に2040年以降まで増え続ける保険者が多い。

〇 また、最も利用者数が多くなる年の利用者数の2022年の利用者数との比（増加率）をみると、＋２０％未満の保険者（約44%)

が多い一方で、＋６０％以上となる保険者（約13%）も存在する。

※ 2022年12月(10月サービス分）介護保険事業状況 月次報告（厚生労働省）、2022年度介護給付費等実態調査（厚生労働省・老健局特別集計）から、保険者別の年齢階級別・サー
ビス類型別・要介護度別利用率を算出し、当該利用率に推計人口（日本の地域別将来推計人口（令和５（2023）年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）を乗じて、2022年以降５
年毎に2050年までの保険者別の推計利用者数を作成。

【保険者別 2050年までの間にサービス利用者数が最も多い年】 【保険者別 2050年までの間にサービス利用者数が最も多い年の利用者数の増加率】

2050年
2045年
2040年
2035年
2030年
2025年
2022年

＋100%以上
＋80%～100%
＋60%～80%
＋40%～60%
＋20%～40%
＋20%未満

保険者別の介護サービス利用者数の見込み
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第４回「２０４０年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（令和７年４月７日）資料３



足下の事業所増減率（2040年の65歳以上推計人口の増加 /減少別）

17.6%
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65歳以上推計人口100以上 65歳以上推計人口100未満

• 2040年における65歳以上推計人口が2020年と比較して増加又は減少により分類し、それぞれに該当する市町村内に所在する事

業所数の増減率を比較。（2019年と2024年の事業所数を比較）

• 推計人口が100以上の市町村では、訪問入浴、居宅介護支援、地密通所を除き増加。一方で、推計人口が100未満の市町村では、

居宅サービスのうち医療系は増加、福祉系はいずれも減少。
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○推計人口別・サービス別事業所数増減率（2019→2024）
○推計人口別・居宅・地域密着・施設区分別事業所数増減率
（2019→2024）
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（2040年における65歳以上推計人口が2020年比で100以上の市町村）

（2040年における65歳以上推計人口が2020年比で100未満の市町村）

（出典）市町村別の事業所数は、厚生労働省「介護給付等実態統計」（各年１月サービス提供分）の任意集計により、請求事業所数を事業所所在市町村別に集計したもの。
2040年における65歳以上推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所「将来人口推計」
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第４回「２０４０年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（令和７年４月７日）資料３



＜説明内容＞

１ 第１０期介護保険事業計画に向けた動きについて

２ 介護保険事業（支援）計画の概要

３ 介護保険制度をとりまく状況

４ 介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールについて

５ １０期計画作成に向けたスケジュール等について
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当期計画の実績把握と分析、評価

地域ケア会議を活用した地域課題の
把握、社会資源の活用

地域医療構想の実現（病床の機能の分化及び連
携）に伴い生じる介護ニーズ対応

介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールイメージ

介護サービスの
給付状況の把握

事業者参入意向調査

次期介護保険事業計画策定

将来推計人口
認定率の伸び
利用率の伸び

介護サービス提供能力調査

介護サービス利用意向調査

自然体推計

計画策定のための調査手法

市町村計画作成委員会において検討

基
礎
調
査
・地
域
ケ
ア
会
議
・

地
域
間
比
較

関
係
者
と
の
議
論
を

踏
ま
え
た
計
画
の
策
定

サービス提供体制を検討するための

各種実態調査の実施

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

どのような保険料水
準でどのようなサー
ビス水準を目指すの
かの判断と合意形
成、認識の共有

将来推計（素案）

地域ケア会議 反映

自然体推計の算出

他地域や全国の給付状況、
サービスのバランス等との比較

反映

現状分析
機能

将来推計
機能

施

策

反

映
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在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介
護人材実態調査、要介護認定データ分析

反映地域支援事業等の利用実績 反映
都道府県や市町村の医療・介護担当者等の

関係者による協議の場

反映

反映

在宅介護実態調査

集計・分析
ツール

特養入所待機者の解消に向けた対応

特別養護老人ホーム入所申込者の状況反映

「見える化」
システム

調査結果等
の施策反映
例の提示

計画の手引き

《作成プロセス》 《支援ツール》



第117条第５項 市町村は、第２項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情
を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。

第二‐一‐２ｰ（三）調査の実施
市町村は、被保険者のサービスの利用に関する意向等を把握するとともに、自らが定める区域ごとに被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事

情等、要介護者等の実態に関する調査（以下「各種調査等」という。）の実施に努めるものとする。なお、その際は、特に、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査を活用
することが重要である。

また、要介護状態等にある家族を介護するため離職すること（以下「介護離職」という。）を防止する観点から、働きながら介護に取り組む家族等や、今後の仕事と
介護の両立に不安や悩みを持つ就業者の実情等の把握に努めるなど調査方法等の工夫を図ることが重要である。

～中略～
さらに、これらの調査により定量的に把握された心身の状況が低下した被保険者の状況や働きながら介護に取り組む家族の状況等を参考として、生活支援サービ
スや介護予防事業の充実等の取組、介護離職の防止を含む家族等への支援の観点を踏まえた介護サービスの整備や、介護離職防止の観点から労働担当部局と
連携した職場環境の改善に関する普及啓発等の取組を市町村介護保険事業計画に定めるとともに、それらの取組を勘案して要介護者等の人数やサービス量の見
込みを定めることが望ましい。

介護保険法（平成９年法律第123号）（抄）

９期の基本指針（令和６年１月19日厚生労働省告示第18号）（抄）
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第10期介護保険事業（支援）計画に向けた調査の実施

介護保険法(第117条第５項)において市町村は、日常生活圏域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事
情を正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めることとされている。
＜実施いただきたい調査＞

 ○ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査については、地域の要支援者・総合事業対象者・一般高齢者の地域課題を把握するために
重要であり、実施していただきたい。（基本指針参照）

 ○ 在宅介護実態調査については、介護離職を防止する観点から、「高齢者の適切な在宅生活の継続」と「家族等介護者の就労継続」
の実現に向けた介護サービスの在り方を検討することを目的として、主に在宅で要介護認定を受けている者を対象とした調査である。
計画の作成にあたり関係者と議論する際の材料として有用であり実施していただきたい。（基本指針参照）

＜実施を検討いただきたい調査＞
 ○ その他のサービス提供体制を検討するための各種実態把握調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査）に
ついては、調査の実施・分析に必要となる体制の確保に留意しつつ、実施を検討いただきたい。
在宅生活の継続という観点からのビジョンを設定・検討されている市町村は、本調査が、住み慣れた地域での生活を支えるうえで

有効な定期巡回・小多機・看多機等の地域密着型サービスのニーズの把握につながる観点を踏まえて検討いただきたい。

＜留意点＞
○ 保険者機能強化推進交付金の令和８年度指標では、留意点で「当該地域の特徴の把握にあたり、必要に応じて、①介護予防・日常
生活支援ニーズ調査、②在宅介護実態調査、③その他各種実態調査（在宅生活改善調査、居所変更実態調査、介護人材実態調査
等）を実施することが重要である。」と予定している。



介護保険事業計画作成、進捗管理の参考資料について

○地域包括ケア「見える化」システム等を活用した地域分析の手引き
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-
Soumuka/0000170568.pdf

○介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000340994.pdf

○第10期介護保険事業計画の作成に向けた手引き作成に資する調査研究
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/04/koukai_250425_01.pdf

○介護保険事業計画の手引き作成に資する調査研究事業
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/04/koukai_230420_01.pdf

○介護保険事業計画の作成に資する調査等の活用方法に関する調査研究事業
https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2023/04/koukai_230420_02.pdf

○ロジックモデルの活用による介護保険事業計画に係るPDCAサイクルの推進に資する調査研究事業

https://www.ihep.jp/wp-content/uploads/24321.pdf

○自治体におけるPDCAサイクルの推進に関する調査研究事業 事例集
   https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/roujinhoken/jql43u0000001228-

att/R3_003_3_casestudies.pdf

https://pubpjt.mri.co.jp/pjt_related/roujinhoken/jql43u0000001228-  

att/R3_003_3_casestudies.pdf 25



＜説明内容＞

１ 第１０期介護保険事業計画に向けた動きについて

２ 介護保険事業（支援）計画の概要

３ 介護保険制度をとりまく状況

４ 介護保険事業計画の作成プロセスと支援ツールについて

５ １０期計画作成に向けたスケジュールについて
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年月 市区町村 都道府県 国
令和7年7月

8月

9月

10月

11月

12月

令和8年1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

令和9年1月

2月

3月

4月 第１０期介護保険事業計画スタート

・介護保険事業計画を議会に報告
・介護保険条例の改正

介護保険事業支援計画を議会
に報告

サービス見込量、保険料の仮設定 サービス見込み量の仮設定

サービス見込量等の設定作業開始
推計ツール確定版の提供

課長会議（基本指針案の提示）

計画作成のための調査分析・準備

課長会議（第10期計画に関
する基本的考え方を提示）

都道府県との調整

見える化システムで見込量と保険料を報告
（～3月）

国との調整
市町村の広域調整

都道府県との調整

サービス見込量の設定作業

・調査内容を検討し、調査を実施
※ 調査にあたって、課題や検討事項を整理す
ることで、何を把握すべきかも整理。

・調査結果、サービス給付実績等を分析・考察

・計画に盛り込む内容を検討

連絡会議等で市町村へ情報提供

介
護
保
険
部
会
等
で

制
度
改
正
の
議
論

（
制
度
改
正
準
備
）

報酬改定率等の係数を設定

第１０期介護保険事業計画の作成に向けたスケジュール

推計ツール暫定版の提供

連絡会議等で市町村へ情報提供

連絡会議等で市町村へ情報提供

(随時) 都道府県や市町村の医

療・介護担当者等の関係者によ
る協議の場を開催

各種調査等に関する説明動画配信

介護保険部会（基本指針見直し議論）
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○ 介護保険事業（支援）計画の作成状況等について、都道府県ヒアリングを実施

【主なヒアリング項目（案）】

１ 第９期計画における進捗管理
（１） 第９期計画における進捗管理方法について
（２） 第９期計画値に対する実績値の状況について
（３） 関係部局及び関係者との情報共有について
（４） 第９期計画の進捗管理に関する各保険者の取組状況に対する都道府県における評価について
（５） PDCAサイクルに沿った進捗管理に資する保険者支援について
（６） 都道府県・市町村における計画作成や進捗管理の状況を踏まえ、進捗管理や計画策定に関す 
る国から自治体への支援として、必要と考える事項・情報や支援ツール

２ 2040年に向けたサービス提供体制の確保に資する広域的な支援の状況
（１） 老人福祉圏域別の会議体の状況
（２） 老人福祉圏域別の検討・調整の状況
（３） 老人福祉圏域別の提供体制にのあり方に関する検討・調整
（４） 医療計画と介護保険事業計画の整合性の確保

令和７年度 介護保険事業（支援）計画の進捗管理等に係る
都道府県ヒアリングについて
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【実施時期】 令和７年８～10月

※ 地方厚生(支)局によるヒアリングを実施。（日程は別途調整）


